
必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）

○ 骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

・コンクリート標準示方
書改訂

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」附属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変
わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。 ○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIA A 1141 細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書改訂

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 ○ 硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回／6ヶ月以上および産地
が変わった場合

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ 　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。 ○

・工業標準化法の改正に
よる

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は3回とす
る）試験の判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は
3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

・工業標準化法の改正に
よる

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝
（コンクリート舗装の場合）
スランプ2.5cm：許容値±1.0㎝
（道路橋床版の場合)
スランプ8cmを標準とする。

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。ただし、道路
橋鉄筋コンクリート床版にレディーミクスコ
ンクリートを用いる場合は原則として全車測
定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、ス
ランプ試験の結果が安定し良好な場合はその
後スランプ試験の頻度について監督職員と協
議し低減することができる。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝
（コンクリート舗装の場合）
スランプ2.5cm：許容値±1.0㎝
（道路橋床版の場合)
スランプ8cmを標準とする。

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。ただし、道路橋鉄筋コ
ンクリート床版にレディーミクスコンクリート
を用いる場合は原則として全車測定を行う。
・道路橋床版の場合、全車試験を行うが、スラ
ンプ試験の結果が安定し良好な場合はその後ス
ランプ試験の頻度について監督職員と協議し低
減することができる。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20から150m3ごとに1回
なお、テストピースは打設場所で採取し、1
回につき6本（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とす
る。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20から150m3ごとに1回
なお、テストピースは打設場所で採取し、1回に
つき6本（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とする。
・早強セメントを使用する場合には、必要に応
じて1回につき3本（σ３）を採取する。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

・要望（σ３）

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

材
料

そ
の
他

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

1　セメン
ト・コンク
リート (転
圧コンク
リート・コ
ンクリート
ダム・覆工
コンクリー
ト・吹付け
コンクリー
トを除く）

必
須

製
造
(プ
ラ
ン
ト)

そ
の
他

施
工

理　由



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

コンクリートの
曲げ強度試験

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1
日につき2回（午前・午後）の割りで行う。
なおテストピースは打設場所で採取し、1回
につき原則として3個とする。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。
コンクリート舗装の場合には、曲げ強度試験を
適用する。

　 コンクリートの
曲げ強度試験

JIS A 1106 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。

コンクリート舗装の場合に適用し、打設日1日に
つき2回（午前・午後）の割りで行う。なおテス
トピースは打設場所で採取し、1回につき原則と
して3個とする。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
コンクリート舗装の場合には、曲げ強度試験を
適用する。

・工業標準化法の改正に
よる

配筋状態及びか
ぶり

「非破壊試験によるｺ
ﾝｸﾘｰﾄ構造物中の配筋
状態及びかぶり測定
要領（案）」による

同左 同左 同左 ・「非破壊試験による配
筋状態及びかぶり測定を
用いた品質管理につい
て」(H20.3.31国官技第
345号)による『非破壊試
験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物中
の配筋状態及びかぶり測
定要領（案）』

強度測定 「微破壊・非破壊試
験によるｺﾝｸﾘｰﾄ構造
物の強度測定要領
（案）」による

同左 同左 同左 ・「非破壊・微破壊試験
によるｺﾝｸﾘｰﾄの強度測定
を用いた品質管理につい
て」(H21.3.31国官技第
344号)による『非破壊・
微破壊試験によるｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物の強度測定要領
（案）』

外観検査 ・目視
　　圧接面の研磨状況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　折れ曲がり
　　等
・ノギス等による計測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　等

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細い
ほうの鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほ
うの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合
は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下
⑤著しいたれ下がり、折れ曲がりがない

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動
ガス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場
合は各5本のモデル供試体を作成し実施す
る。

・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条
件・同一材料で行う。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接を行う場合、材料、施工条件な
どを特に確認する必要がある場合には、施工前
試験を行う。
・特に確認する必要がある場合とは、施工実績
の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条
件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接
技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合な
どである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常
で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確
認するため、施工前試験を行わなければならな
い。

　 外観検査 ・目視
　　圧接面の研磨状
況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　折れ曲がり
　　等
・ノギス等による計
測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ
　　圧接部のずれ
　　等

熱間押抜法以外の場合
①軸心の偏心が鉄筋径（径の異なる場合は細い
ほうの鉄筋）の1/5以下。
②ふくらみは鉄筋径（径の異なる場合は細いほ
うの鉄筋）の1.4倍以上。ただし、SD490の場合
は1.5倍以上。
③ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2倍以上。
④ふくらみの頂点と圧接部のずれがD/4以下
⑤著しいたれ下がり、折れ曲がりがない

鉄筋メーカー、圧接作業班、鉄筋径毎に自動ガ
ス圧接の場合は各2本、手動ガス圧接の場合は各
5本のモデル供試体を作成し実施する。

・適正化

　 　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整が
あってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があってはなら
ない。

　 (2)SD490の鉄筋を圧接する場合
SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス
圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前
試験を行わなければならない。

　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整が
あってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があってはなら
ない。

　 　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整が
あってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があってはなら
ない。

　 (2)SD490の鉄筋を圧接する場合
SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス
圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前
試験を行わなければならない。

　 熱間押抜法の場合
①ふくらみを押抜いた後の圧接面に対応する位
置の割れ、へこみがない
②ふくらみの長さが1.1D以上。ただし、SD490の
場合は1.2D以上
③鉄筋表面にオーバーヒートによる表面不整が
あってはならない。
④その他有害と認められる欠陥があってはなら
ない。

熱間押抜法の場合
・規格値を外れた場合は下記による。いずれの
場合も監督職員の承諾を得る。
・①②③は、再加熱、再加圧、押抜きを行って
修正し、修正後外観検査を行う。
・④は、再加熱して修正し、修正後外観検査を
行う。
ただし、現場条件により溶接機械の設置が出来
ない場合には、添筋で補強する（コンクリート
の充填性が低下しない場合に限る）。

・前回改訂時の誤記

修正CBR試験 舗装試験法便覧　2-3-
1

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン鉄
鋼スラグは修正ＣＢＲ30%以上）
アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生
クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基
層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場
合は30%以上とする。
　北海道地方・・・・・・20cm
　東北地方・・・・・・・30cm
　その他の地方・・・・・40cm

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

粒状路盤：修正CBR20%以上（クラッシャラン鉄
鋼スラグは修正ＣＢＲ30%以上）
アスファルトコンクリート再生骨材を含む再生
クラッシャランを用いる場合で、上層路盤、基
層、表層の合計厚が次に示す数値より小さい場
合は30%以上とする。
　北海道地方・・・・・・20cm
　東北地方・・・・・・・30cm
　その他の地方・・・・・40cm

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

鉄鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装試験法便覧　2-3-
4

1.5%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-16

1.5%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・モデル供試体の作成は、実際の作業と同一条
件・同一材料で行う。
(1)SD490以外の鉄筋を圧接する場合
・手動ガス圧接及び熱間押抜ガス圧接を行う場
合、材料、施工条件などを特に確認する必要が
ある場合には、施工前試験を行う。
・特に確認する必要がある場合とは、施工実績
の少ない材料を使用する場合、過酷な気象条
件・高所などの作業環境下での施工条件、圧接
技量資格者の熟練度などの確認が必要な場合な
どである。
・自動ガス圧接を行う場合には、装置が正常
で、かつ装置の設定条件に誤りのないことを確
認するため、施工前試験を行わなければならな
い。
(2)SD490の鉄筋を圧接する場合
SD490を圧接する場合、手動ガス圧接、自動ガス
圧接、熱間押抜法のいずれにおいても、施工前
試験を行わなければならない。

施
工
前
試
験

必
須

材
料

必
須

・CS：クラッシャラン鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・目視
　　圧接面の研磨状
況
　　たれ下がり
　　焼き割れ
　　折れ曲がり
　　等
・ノギス等による計
測
（詳細外観検査）
　　軸心の偏心
　　ふくらみ
　　ふくらみの長さ

圧接部のずれ

・目視は全数実施する。
・特に必要と認められたものに対してのみ詳細
外観検査を行う。

2　ガス圧
接

施
工
後
試
験

必
須

そ
の
他

4　下層路
盤



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

プルーフローリ
ング

舗装試験法便覧　1-7-
4

・中規模以上の工事：随時 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。

　 プルーフローリ
ング

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

・中規模以上の工事：随時 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

材
料

必
須

修正CBR試験 舗装試験法便覧　2-3-
1

修正CBR 80%以上
アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%
以上
40℃で行った場合80％以上

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR 80%以上
アスファルトコンクリート再生骨材含む場合90%
以上
40℃で行った場合80％以上

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

鉄鋼スラグの修
正CBR試験

舗装試験法便覧　2-3-
1

修正CBR 80%以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの修
正CBR試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR 80%以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10個の測
定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満（コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 96%以上
X3 97%以上
ただし、歩道の基準密度については設計図書に
よる。

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき１個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10個の測
定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000t未満（コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

施
工

必
須

　現場密度の測定 舗装試験法便覧　2-5-
3

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 96%以上
X3 97%以上

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき１個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。

・歩道部を追記

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

5　上層路
盤



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

鉄鋼スラグの呈
色判定試験

JIS A 5015
舗装試験法便覧　2-3-
2

呈色なし ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの呈
色判定試験

JIS A 5015
舗装調査・試験法便
覧 [4]-10

呈色なし ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

鉄鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装試験法便覧　2-3-
4

1.5%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-16

1.5%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

鉄鋼スラグの一
軸圧縮試験

舗装試験法便覧　2-3-
3

1.2Mpa以上(14日) ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの一
軸圧縮試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-12

1.2Mpa以上(14日) ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

鉄鋼スラグの単
位容積質量試験

舗装試験法便覧　4-9-
5

1.50kg/L以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 鉄鋼スラグの単
位容積質量試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-106

1.50kg/L以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・HMS：水硬性粒度調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・MS:粒度調整鉄鋼スラグ及びHMS：水硬性粒度
調整鉄鋼スラグに適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

2.36mmふるい：±15%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回
～2回／日）

　 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±15%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時（1回～2
回／日）

　

「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

75μmふるい：±6%以内 ・中規模以上の工事：異常が認められたと
き。

　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±6%以内 ・中規模以上の工事：異常が認められたとき。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

一軸圧縮試験 舗装試験法便覧　2-4-
3

下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
0.98Mpa
上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
2.9Mpa（アスファルト舗装）、2.0Mpa（セメン
トコンクリート舗装）。

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　 一軸圧縮試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-38

下層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
0.98Mpa
上層路盤：一軸圧縮強さ［7日間］
2.9Mpa（アスファルト舗装）、2.0Mpa（セメン
トコンクリート舗装）。

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値
X10が規格値を満足しなければならない。また、
10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平
均値X3が規格値を満足していなければならない
が、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格値を満足してい
ればよい。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・安定処理材に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 95.5%以上
X3 96.5%以上

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき１個）
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。

・締固め度及び粒度は、10個の測定値の平均値
X10が規格値を満足しなければならない。また、
10個の測定値が得がたい場合は3個の測定値の平
均値X3が規格値を満足していなければならない
が、X3が規格値をはずれた場合は、さらに3個の
データを加えた平均値X6が規格値を満足してい
ればよい。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

施
工

必
須

現場密度の測定 舗装試験法便覧　2-5-
3

最大乾燥密度の93%以上
X10 95%以上
X6 95.5%以上
X3 96.5%以上

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき１個）
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。

　

・安定処理材に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満）。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

材
料

必
須

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

7　セメン
ト安定処理
路盤



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

骨材の修正CBR試
験

舗装試験法便覧　2-3-
1

下層路盤：10%以上
上層路盤：20%以上

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 骨材の修正CBR試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

下層路盤：10%以上
上層路盤：20%以上

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

土の液性限界・
塑性限界試験

JIS A 1205
舗装試験法便覧　1-3-
5、1-3-6

下層路盤
塑性指数PI：9以下
上層路盤
塑性指数PI：9以下

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　 土の液性限界・
塑性限界試験

JIS A 1205
舗装調査・試験法便
覧 [4]-103

下層路盤
塑性指数PI：9以下
上層路盤
塑性指数PI：9以下

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

セメント量試験 舗装試験法便覧2-5-
4，2-5-5

±1.2%以内 ・中規模以上の工事：異常が認められたとき
（１～２回／日）

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。

　 セメント量試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-213,[4]-218

±1.2%以内 ・中規模以上の工事：異常が認められたとき
（１～２回／日）

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粗骨材の形状試
験

舗装試験法便覧　3-4-
7

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 粗骨材の形状試
験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

最大乾燥密度の93％以上。
X10　95%以上
X6　95.5%以上
X3　 96.5%以上
ただし、歩道の基準密度については設計図書に
よる。

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき１個）
・小規模以下の工事：異常が認められたとき

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10個の測
定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・アスファルト舗装に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

施
工

必
須

・締固め度は、10個の測定値の平均値X10が規格
値を満足しなければならない。また、10個の測
定値が得がたい場合は3個の測定値の平均値X3が
規格値を満足していなければならないが、X3が
規格値をはずれた場合は、さらに3個のデータを
加えた平均値X6が規格値を満足していればよ
い。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

　

そ
の
他

材
料

必
須

現場密度の測定 舗装試験法便覧　2-5-
3

最大乾燥密度の93％以上。
X10　95%以上
X6　95.5%以上
X3　 96.5%以上

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき１個）
・小規模以下の工事：異常が認められたとき

・歩道部を追記

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・アスファルト舗装に適用する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

8　アス
ファルト舗
装



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

フィラーのフ
ロー試験

舗装試験法便覧　3-4-
15

50%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ フィラーのフ
ロー試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-65

50%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

フィラーの水浸
膨張試験

舗装試験法便覧　3-4-
12

4%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ フィラーの水浸
膨張試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-59

4%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

フィラーの剥離
抵抗性試験

舗装試験法便覧　3-4-
13

1/4以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ フィラーの剥離
抵抗性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-61

1/4以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

製鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装試験法便覧　3-4-
17

水浸膨張比：2.0%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 製鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-77

水浸膨張比：2.0%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

そ
の
他

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・火成岩類を粉砕した石粉を用いる場合に適用
する。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

高温動粘度試験 舗装試験法便覧
3-5-10

舗装施行便覧参照　　　　　　　　・セミブ
ローンアスファルト：表3.3.4

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 高温動粘度試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-180

舗装施行便覧参照　　　　　　　　・セミブ
ローンアスファルト：表3.3.4

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

60℃粘度試験 舗装試験法便覧　3-5-
11

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 60℃粘度試験 舗装調査・試験法便
覧 [2]-192

舗装施工便覧参照
・セミブローンアスファルト：表3.3.4

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

タフネス・テナ
シティ試験

舗装試験法便覧　3-5-
17

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ タフネス・テナ
シティ試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-244

舗装施工便覧参照
・ポリマー改質アスファルト：表3.3.3

・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

プ
ラ
ン
ト

必
須

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装試験法便覧　3-9-
6

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

そ
の
他

すべり抵抗試験 舗装試験法便覧　6-5 設計図書による 舗設車線毎200m毎に1回 　 　 すべり抵抗試験 舗装調査・試験法便
覧 [1]-84

設計図書による 舗設車線毎200m毎に1回 ・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、材料の変更時 濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、材料の変更時 ・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。 ○

・コンクリート標準示方
書改訂

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
JIS A 1119
JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
JIS A 1119
JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ 　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・但し、橋面舗装はコア採取しないでAs合材量
（プラント出荷数量）と舗設面積及び厚さでの
密度管理、または転圧回数による管理を行う。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3 　96.5%以上
ただし、歩道の基準密度については設計図書に
よる。

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。

・橋面舗装はコア採取しないでAs合材量（プラ
ント出荷数量）と舗設面積及び厚さでの密度管
理、または転圧回数による管理を行う。
・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

舗
設
現
場

必
須

　

材
料

そ
の
他

現場密度の測定 舗装試験法便覧　3-7-
7

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3 　96.5%以上
歩道の基準密度については、設計図書による。

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。

製
造
(プ
ラ
ン
ト)

そ
の
他

・文言の統一

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

9　転圧コ
ンクリート



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

マーシャル突き
固め試験

舗装試験法便覧別冊
※いずれか1方法

目標値の±1.5％ １日２回（午前・午後）以上、その他コンシ
ステンシーの変動が認められる場合などに随
時実施する。
ただし運搬車ごとに目視観察を行う。

　 　 マーシャル突き
固め試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-290
※いずれか1方法

目標値の±1.5％ １日２回（午前・午後）以上、その他コンシス
テンシーの変動が認められる場合などに随時実
施する。
ただし運搬車ごとに目視観察を行う。

　

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

ランマー突き固
め試験

　 目標値の±1.5％ １日２回（午前・午後）以上、その他コンシ
ステンシーの変動が認められる場合などに随
時実施する。
ただし運搬車ごとに目視観察を行う。

　 　 ランマー突き固
め試験

　 目標値の±1.5％ １日２回（午前・午後）以上、その他コンシス
テンシーの変動が認められる場合などに随時実
施する。
ただし運搬車ごとに目視観察を行う。

　

　

コアによる密度
測定

舗装試験法便覧別冊 　 1,000m2に1個の割合でコアーを採取して測定 　 　 コアによる密度
測定

舗装調査・試験法便
覧 [3]-300

　 1,000m2に1個の割合でコアーを採取して測定 　

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粗骨材の形状試
験

舗装試験法便覧　3-4-
7

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 粗骨材の形状試
験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

貫入試験40℃ 舗装試験法便覧　5-3-
3

貫入量（40℃）目標値
　 表層：1～4mm
　 基層：1～6mm

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材
100t未満の場合も実施する。

　 ○ 貫入試験40℃ 舗装調査・試験法便
覧 [3]-315

貫入量（40℃）目標値
　 表層：1～4mm
　 基層：1～6mm

配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未
満の場合も実施する。

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

リュエル流動性
試験240℃

舗装試験法便覧　5-3-
4

3～20秒（目標値） 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材
100t未満の場合も実施する。

　 ○ リュエル流動性
試験240℃

舗装調査・試験法便
覧 [3]-320

3～20秒（目標値） 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未
満の場合も実施する。

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

ホイールトラッ
キング試験

舗装試験法便覧　3-7-
3

300以上 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材
100t未満の場合も実施する。

　 ○ ホイールトラッ
キング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

300以上 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未
満の場合も実施する。

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

曲げ試験 舗装試験法便覧　3-7-
5

破断ひずみ（-10℃、50mm/min）8.0×10-3以上 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材
100t未満の場合も実施する。

　 ○ 曲げ試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-69

破断ひずみ（-10℃、50mm/min）8.0×10-3以上 配合毎に各1回。ただし、同一配合の合材100t未
満の場合も実施する。

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

施
工

必
須

材
料

必
須

プ
ラ
ン
ト

必
須

10　グース
アスファル
ト舗装



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装試験法便覧　3-9-
6

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

CBR試験 舗装試験法便覧　1-6-
1
舗装試験法便覧　1-6-
2

設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。 　 CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-155,[4]-158

設計図書による。 当初及び土質の変化したとき。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

プルーフローリ
ング

舗装試験法便覧　1-7-
4

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　 プルーフローリ
ング

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

たわみ量 舗装試験法便覧　7-2
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実
施

確認試験である。 　 たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実施 確認試験である。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

プルーフローリ
ング

舗装試験法便覧　1-7-
4

沈下が認められた場合は、その箇所においてベ
ンゲルマンビーム等によるたわみ量測定を行う
ものとする。

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　 プルーフローリ
ング

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

沈下が認められた場合は、その箇所においてベ
ンゲルマンビーム等によるたわみ量測定を行う
ものとする。

路床仕上げ後、全幅,全区間で実施する。 ・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

たわみ量 舗装試験法便覧　7-2
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実
施。

確認試験である。 　 たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実
施。

確認試験である。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

　 外観検査（スト
リップ、鋼製壁
面材、コンク
リート製壁面材
等）

補強土壁工法各設計・
施工マニュアルによ
る。

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ
る。

　 　 外観検査（スト
リップ、鋼製壁
面材、コンク
リート製壁面材
等）

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

同左 同左 　

　

・表現の統一

　 コンクリート製
壁面材のコンク
リート強度試験

補強土壁工法各設計・
施工マニュアルによ
る。

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 補強土壁工法各設計・施工マニュアルによ
る。

　 ○ コンクリート製
壁面材のコンク
リート強度試験

補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

同左 同左 　

○

・表現の統一

　 そ
の
他

土の粒度試験 補強土壁工法各設計・
施工マニュアルによ
る。

補強土壁工法各設計・施工マニュアルによる。 設計図書による。 　 　 土の粒度試験 補強土壁工法各設
計・施工マニュアル
による。

同左 設計図書による。 　

　

・表現の統一

必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）

○ 骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

・コンクリート標準示方
書改訂

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変
わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIS A 5308の附属書2 細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書改訂

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 ○ 硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回／6ヶ月以上および産地
が変わった場合

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上3,000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上1,000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

材
料

必
須

施
工

必
須

そ
の
他

施
工

必
須

そ
の
他

材
料

必
須

材
料

そ
の
他

11　路床安
定処理工

12　表層安
定処理工
（表層混合
処理）

16　吹付工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

・コンクリート標準示方
書改訂

そ
の
他

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は3回とす
る）試験の判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は
3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。
・用心鉄筋等を有さない無筋構造物の場合は省
略できる。

・工業標準化法の改正に
よる

スランプ試験
（モルタル除
く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 スランプ試験
（モルタル除
く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

必
須

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-1999

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上と
する。

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠
に工事で使用するのと同じコンクリート（モ
ルタル）を吹付け、現場で28日養生し、直径
50㎜のコアーを切取りキャッピングを行う。
原則として1回に3本とする。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-1999

3本の強度の平均値が材令28日で設計強度以上と
する。

吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠に
工事で使用するのと同じコンクリート（モルタ
ル）を吹付け、現場で28日養生し、直径50㎜の
コアーを切取りキャッピングを行う。原則とし
て1回に3本とする。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

・誤記

そ
の
他

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）

○ 骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては摘要を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

・コンクリート標準示方
書改訂

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変
わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIS A 5308の附属書2 細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書改訂

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 ○ 硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

製
造
 
（
プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

施
工

材
料

そ
の
他

17　現場吹
付法枠工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

そ
の
他

スランプ試験
（モルタル除
く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

スランプ試験
（モルタル除
く）

JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

必
須

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-1999

設計図書による 1回6本　吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠
に工事で使用するのと同じコンクリート（モ
ルタル）を吹付け、現場で7日間および28日
間放置後、φ5㎝のコアーを切り取りキャッ
ピングを行う。1回に6本（σ7…3本、
σ28…3本、）とする。

・参考値：14.7Mpa以上（材令28日）

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1107
JIS A 1108

土木学会規準JSCE
F561-2005

設計図書による 1回6本　吹付1日につき1回行う。
なお、テストピースは現場に配置された型枠に
工事で使用するのと同じコンクリート（モルタ
ル）を吹付け、現場で7日間および28日間放置
後、φ5㎝のコアーを切り取りキャッピングを行
う。1回に6本（σ7…3本、σ28…3本、）とす
る。

・参考値：18N/mm2以上（材令28日）

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・記載漏れ

・工業標準化法の改正に
よる

・のり枠工の設計・施工
指針（改訂版）平成18年
11月（社）全国特定法面
保護協会　P55,P68

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は３回）試
験の判定は３回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は３回）試験の判定は３回
の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

・工業標準化法の改正に
よる

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
　舗装試験法便覧　1-
7-2

最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示され
た値。

築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延
長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で
実施する。

・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員と協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。

　 現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示され
た値。

築堤は、1,000m3に1回の割合、または堤体延長
20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施
する。

・左記の規格値を満たしていても、規格値を著
しく下回っている点が存在した場合は、監督職
員と協議の上で、（再）転圧を行うものとす
る。 　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

コーン指数の測
定

舗装試験法便覧　1-2-
1

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 　 コーン指数の測
定

舗装調査・試験法便
覧 [1]-216

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
　舗装試験法便覧　1-
7-2

最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示され
た値。

1,000m3に1回の割合、または堤体延長20mに3
回の割合の内、測定頻度の高い方で実施す
る。

左記の規格値を満たしていても、規格値を著し
く下回っている点が存在した場合は、監督職員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

最大乾燥密度の85%以上。又は設計図書に示され
た値。

1,000m3に1回の割合、または堤体延長20mに3回
の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。

左記の規格値を満たしていても、規格値を著し
く下回っている点が存在した場合は、監督職員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
　舗装試験法便覧　1-
7-2

・路体：最大乾燥密度の85%以上。
・路床：最大乾燥密度の90%以上。
その他、設計図書による。

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で行
う。但し、5,000m3未満の工事は、1工事当た
り3回以上。
路床の場合、500m3につき1回の割合で行う。
但し、1,500m3未満の工事は1工事当たり3回
以上。

左記の規格値を満たしていても、規格値を著し
く下回っている点が存在した場合は、監督職員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　 現場密度の測定
※右記試験方法
（3種類）のいず
れかを実施す
る。

最大粒径≦53㎜：
JIS A 1214
JIS A 1210 A・B法
最大粒径＞53㎜：
舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

・路体：最大乾燥密度の85%以上。
・路床：最大乾燥密度の90%以上。
その他、設計図書による。

路体の場合、1,000m3につき１回の割合で行う。
但し、5,000m3未満の工事は、1工事当たり3回以
上。
路床の場合、500m3につき1回の割合で行う。但
し、1,500m3未満の工事は1工事当たり3回以上。

左記の規格値を満たしていても、規格値を著し
く下回っている点が存在した場合は、監督職員
と協議の上で、（再）転圧を行うものとする。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

プルーフローリ
ング

舗装試験法便覧　1-7-
4

路床仕上げ後全幅、全区間について実施す
る。 但し、現道打換工事、仮設用道路維持
工事は除く。

・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　 プルーフローリ
ング

舗装調査・試験法便
覧 [4]-210

路床仕上げ後全幅、全区間について実施する。
但し、現道打換工事、仮設用道路維持工事は除
く。

・確認試験である。
・但し、荷重車については、施工時に用いた転
圧機械と同等以上の締固効果を持つローラやト
ラック等を用いるものとする。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

コーン指数の測
定

舗装試験法便覧　1-2-
1

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。 　 コーン指数の測
定

舗装調査・試験法便
覧 [1]-216

設計図書による。 トラフィカビリティが悪いとき。 確認試験である。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

製
造

そ
の
他

施
工

そ
の
他

施
工

必
須

そ
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施
工

必
須

施
工

必
須

そ
の
他

18　河川・
海岸土工

19　砂防土
工

20　道路土
工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

たわみ量 舗装試験法便覧　7-2
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実
施

確認試験である。 　 たわみ量 舗装調査・試験法便
覧 [1]-227
（ﾍﾞﾝｹﾞﾙﾏﾝﾋﾞｰﾑ）

設計図書による。 プルーフローリングでの不良個所について実施 確認試験である。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

絶乾密度：2.5以上
吸水率：2002年制定コンクリート標準示方書ダ
ムコンクリート編による。

工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
吸水率：2002年制定コンクリート標準示方書ダ
ムコンクリート編による。

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変
わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIS A 5308の附属書2 細骨材：0.5%以下
粗骨材：1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書の改訂に伴い削除

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は3回とす
る）試験の判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は
3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

・工業標準化法の改正に
よる

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
・１回／日または構造物の重要度と工事の規
模の応じて20～150m3ごとに１回、および荷
卸し時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
・１回／日または構造物の重要度と工事の規模
の応じて20～150m3ごとに１回、および荷卸し時
に品質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

工業標準化法の改正によ
る

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80％を
1/20以上の確率で下回らない。
(b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以
上の確率で下回らない。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 (a)圧縮強度の試験値が、設計基準強度の80％を
1/20以上の確率で下回らない。
(b)圧縮強度の試験値が、設計基準強度を1/4以
上の確率で下回らない。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

工業標準化法の改正によ
る

必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

　 ○ 骨材のふるい分
け試験

JIS A 1102
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

設計図書による。 工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

1回3ヶ
1.1ブロック1リフトのコンクリート量500m3未満
の場合1ブロック1リフト当り1回の割で行う。な
お、1ブロック1リフトのコンクリート量が150m3
以下の場合及び数種のコンクリート配合から構
成される場合は監督職員と協議するものとす
る。
2.1ブロック1リフトコンクリート量500m3以上の
場合1ブロック1リフト当り2回の割で行う。な
お、数種のコンクリート配合から構成される場
合は監督職員と協議するものとする。
3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンク
リートは、打設日1日につき2回の割で行う。
4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が安
定した場合の標準を示すものであり、打ち込み
初期段階においては、2～3時間に1回の割合で行
う。

材
料

そ
の
他

1回3ヶ
1.1ブロック1リフトのコンクリート量500m3
未満の場合1ブロック1リフト当り1回の割で
行う。なお、1ブロック1リフトのコンクリー
ト量が150m3以下の場合及び数種のコンク
リート配合から構成される場合は監督職員と
協議するものとする。
2.1ブロック1リフトコンクリート量500m3以
上の場合1ブロック1リフト当り2回の割で行
う。なお、数種のコンクリート配合から構成
される場合は監督職員と協議するものとす
る。
3.ピア、埋設物周辺及び減勢工などのコンク
リートは、打設日1日につき2回の割で行う。
4.上記に示す基準は、コンクリートの品質が
安定した場合の標準を示すものであり、打ち
込み初期段階においては、2～3時間に1回の
割合で行う。

施
工

必
須

材
料

そ
の
他

22　コンク
リートダム

23　覆工コ
ンクリート
(NATM)



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～3

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては適用を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地
が変わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）

○ 骨材の密度及び
吸水率試験

JIS A 1109
JIS A 1110
JIS A 5005
JIS A 5011-1～4
JIS A 5021

絶乾密度：2.5以上
細骨材の吸水率：3.5％以下
粗骨材の吸水率：3.0％以下
（砕砂・砕石、高炉スラグ骨材、フェロニッケ
ルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材の規格値につ
いては適用を参照）

工事開始前、工事中１回/月以上および産地が変
わった場合。

JIS A 5005（砕砂及び砕石）
JIS A 5011-1（高炉スラグ骨材）
JIS A 5011-2（フェロニッケルスラグ細骨材）
JIS A 5011-3（銅スラグ細骨材）
JIS A 5011-4（電気炉酸化スラグ細骨材）
JIS A 5021(ｺﾝｸﾘｰﾄ用再生骨材H)

○

・コンクリート標準示方
書改訂

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

工事開始前、工事中１回/年以上および産地が変
わった場合。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIS A 5308の附属書2 細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書改訂

硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。 ○ 硫酸ナトリウム
による骨材の安
定性試験

JIS A 1122
JIS A 5005

細骨材：10%以下
粗骨材：12%以下

工事開始前、工事中１回/6ヶ月以上および産地
が変わった場合。

寒冷地で凍結のおそれのある地点に適用する。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合：
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○ 　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20から150m3ごとに1回、および荷卸
し時に品質変化が認められた時。なお、テス
トピースは打設場所で採取し、1回につき6本
（σ7･･･3本、σ28･･･3本）とする。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108 1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20から150m3ごとに1回、および荷卸し時に
品質変化が認められた時。なお、テストピース
は打設場所で採取し、1回につき6本（σ7･･･3
本、σ28･･･3本）とする。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる

・工業標準化法の改正に
よる

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は3回とす
る）試験の判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は
3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

・工業標準化法の改正に
よる

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

必
須

アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応抑
制対策について」（平
成１４年７月３１日付
け国官技第１１２号、
国港環第３５号、国空
建第７８号）」

「アルカリ骨材反応抑制対策について」（平成
１４年７月３１日付け国官技第１１２号、国港
環第３５号、国空建第７８号）」

骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中
１回/６ヶ月以上および産地が変わった場
合。

○ アルカリ骨材反
応対策

「アルカリ骨材反応
抑制対策について」
（平成１４年７月３
１日付け国官技第１
１２号、国港環第３
５号、国空建第７８
号）」

同左 骨材試験を行う場合は、工事開始前、工事中１
回/６ヶ月以上および産地が変わった場合。

○

・表現の統一

砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

細骨材は採取箇所または、品質の変更がある
ごとに1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合
は省略できる。粗骨材は採取箇所または、品
質の変更があるごとに1回。

濃い場合は、JIS 5308「モルタルの圧縮強度に
よる砂の試験」付属書3による。

○ 砂の有機不純物
試験

JIS A 1105 標準色より淡いこと。濃い場合でも圧縮強度が
90%以上の場合は使用できる。

細骨材は採取箇所または、品質の変更があるご
とに1回。
ただし、覆工コンクリートと同一材料の場合は
省略できる。粗骨材は採取箇所または、品質の
変更があるごとに1回。

・濃い場合は、JIS A 1142「有機不純物を含む
細骨材のﾓﾙﾀﾙ圧縮強度による試験方法」によ
る。

○

・コンクリート標準示方
書改訂

モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 5308の附属書3 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準
色液の色より濃い場合。

　 ○ モルタルの圧縮
強度による砂の
試験

JIS A 1142 圧縮強度の90％以上 試料となる砂の上部における溶液の色が標準色
液の色より濃い場合。

　

○

・コンクリート標準示方
書改訂

製
造
（
プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

施
工

必
須

材
料

そ
の
他
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改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

骨材中の比重
1.95の液体に浮
く粒子の試験

JIS A 5308の附属書2 細骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下
粗骨材：
　コンクリートの外観が重要な場合0.5%以下
　その他の場合1.0%以下

工事開始前、工事中１回/年以上および産地
が変わった場合

スラグ細骨材、高炉スラグ粗骨材には適用しな
い。

○ ・コンクリート標準示方
書改訂

ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 ミキサの練混ぜ
性能試験

バッチミキサの場
合：
　JIS A 1119
　JIS A 8603

コンクリートの練混ぜ量
公称容量の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
　圧縮強度平均値からの差：7.5％以下
　空気量平均値からの差：10％以下
　スランプ平均値からの差：15％以下
公称容量の1/2の場合
　コンクリート中のモルタル単位容積質量差
0.8％以下
　コンクリート中の単位粗骨材量の差5％以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 連続ミキサの場合：
土木学会規準JSCE-I
502

コンクリート中のモルタル単位容積質量差：
0.8％以下
コンクリート中の単位粗骨材量の差：5％以下
圧縮強度差：7.5％以下
空気量差：1％以下
スランプ差：3㎝以下

工事開始前及び工事中１回/年以上。 ・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

○

・工業標準化法の改正に
よる

・１．セメント・コンク
リートに整合

施
工

必
須

塩化物総量規制 「コンクリートの耐久
性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる
場合は、午前に１回コンクリート打設前に行
い、その試験結果が塩化物総量の規制値の
1/2以下の場合は、午後の試験を省略するこ
とができる。（１試験の測定回数は3回とす
る）試験の判定は3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

　 塩化物総量規制 「コンクリートの耐
久性向上」

原則0.3㎏/m3以下 コンクリートの打設が午前と午後にまたがる場
合は、午前に１回コンクリート打設前に行い、
その試験結果が塩化物総量の規制値の1/2以下の
場合は、午後の試験を省略することができる。
（１試験の測定回数は3回とする）試験の判定は
3回の測定値の平均値。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。
・骨材に海砂を使用する場合は、「海砂の塩化
物イオン含有率試験方法」（JSCE-C502,503）ま
たは設計図書の規定により行う。

・工業標準化法の改正に
よる

コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-1999

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

トンネル施工長40m毎に1回　材齢7日,28日
（2×3=6供試体）なお、テストピースは現場
に配置された型枠に工事で使用するのと同じ
コンクリートを吹付け、現場で7日間および
28日間放置後、φ5㎝のコアーを切り取り
キャッピングを行う。1回に6本（σ7…3本、
σ28…3本、）とする。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

　 コンクリートの
圧縮強度試験

JIS A 1108
土木学会規準JSCE
F561-2005

1回の試験結果は指定した呼び強度の85％以上で
あること。
3回の試験結果の平均値は、指定した呼び強度以
上であること。
（1回の試験結果は、3個の供試体の試験値の平
均値）

トンネル施工長40m毎に1回　材齢7日,28日
（2×3=6供試体）なお、テストピースは現場に
配置された型枠に工事で使用するのと同じコン
クリートを吹付け、現場で7日間および28日間放
置後、φ5㎝のコアーを切り取りキャッピングを
行う。1回に6本（σ7…3本、σ28…3本、）とす
る。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 スランプ試験 JIS A 1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 ：許容差±1.5㎝
スランプ8㎝以上18㎝以下：許容差±2.5㎝

・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模
に応じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し
時に品質変化が認められた時。

小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満の
場合は1工種1回以上。またレディーミクストコ
ンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

　 空気量測定 JIS A 1116
JIS A 1118
JIS A 1128

±1.5%（許容差） ・荷卸し時
1回／日または構造物の重要度と工事の規模に応
じて20～150m3ごとに1回、および荷卸し時に品
質変化が認められた時。

・小規模工種で1工種当りの総使用量が50m3未満
の場合は1工種1回以上。またレディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の
品質証明書等のみとすることができる。

・工業標準化法の改正に
よる

修正CBR試験 舗装試験法便覧 2-3-1 修正CBR20%以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　 修正CBR試験 舗装調査・試験法便
覧 [4]-5

修正CBR20%以上 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場密度の測定 舗装試験法便覧 2-5-3 基準密度の93%以上。 1,000m2に1回 　 　 現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [4]-191

基準密度の93%以上。 1,000m2に1回 　

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

土の一軸圧縮試
験

舗装試験法便覧3-8-1 設計図書による。 当初及び材料の変化時 　 　 土の一軸圧縮試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-68

設計図書による。 当初及び材料の変化時 　

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

製
造
（
プ
ラ
ン
ト
）

そ
の
他

そ
の
他

材
料

必
須

施
工

必
須

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

26　路上再
生路盤工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

CAEの一軸圧縮試
験

舗装試験法便覧3-8-2 設計図書による。 当初及び材料の変化時 CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト
乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。

　 CAEの一軸圧縮試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-69

設計図書による。 当初及び材料の変化時 CAEの一軸圧縮試験とは、路上再生アスファルト
乳剤安定処理路盤材料の一軸圧縮試験を指す。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

既設表層混合物
の密度試験

舗装試験法便覧　3-7-
7

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　 既設表層混合物
の密度試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

既設表層混合物
の最大比重試験

舗装試験法便覧　3-9-
5

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　 既設表層混合物
の最大比重試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-229

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

既設表層混合物
のアスファルト
量抽出粒度分析
試験

舗装試験法便覧　3-9-
6

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　 既設表層混合物
のアスファルト
量抽出粒度分析
試験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

既設表層混合物
のふるい分け試
験

舗装試験法便覧　3-4-
3

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　 既設表層混合物
のふるい分け試
験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

　 当初及び材料の変化時 十分なデータがある場合や事前調査時のデータ
が利用できる場合にはそれらを用いてもよい。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

新規アスファル
ト混合物

「アスファルト舗装」
に準じる。

「アスファルト舗装」に準じる。 当初及び材料の変化時 　 ○ 新規アスファル
ト混合物

「アスファルト舗
装」に準じる。

同左 当初及び材料の変化時 　

○

・表現の統一

現場密度の測定 舗装試験法便覧　3-7-
7

96%以上 1,000m2につき１個 空隙率による管理でもよい。 　 現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

96%以上 1,000m2につき１個 空隙率による管理でもよい。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

2.36mmふるい：±12%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。 　 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3

75μmふるい：±5%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。 　 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装試験法便覧　3-9-
6

アスファルト量：±0.9%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。 　 アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9%以内 適宜 目標値を設定した場合のみ実施する。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粗骨材の形状試
験

舗装試験法便覧　3-4-
7

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 粗骨材の形状試
験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-45

細長、あるいは偏平な石片：10%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

フィラーのフ
ロー試験

舗装試験法便覧　3-4-
15

50%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ フィラーのフ
ロー試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-65

50%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

材
料

必
須

そ
の
他

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

材
料

必
須

施
工

必
須

そ
の
他

27　路上表
層再生工

28　排水性
舗装工・透
水性舗装工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

製鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装試験法便覧　3-4-
17

水浸膨張比：2.0%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ 製鋼スラグの水
浸膨張性試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-77

水浸膨張比：2.0%以下 ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

タフネス・テナ
シティ試験

舗装試験法便覧　3-5-
17

タフネス：20N・m ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○ タフネス・テナ
シティ試験

舗装調査・試験法便
覧 [2]-244

タフネス：20N・m ・中規模以上の工事：施工前、材料変更時
・小規模以下の工事：施工前

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3
舗装試験法便覧　3-9-
6

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3
舗装試験法便覧　3-9-
6

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5%以内基準粒度 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

プ
ラ
ン
ト

必
須

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装試験法便覧　3-9-
6

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け
試験 1～2回/日

○ アスファルト量
抽出粒度分析試
験

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9%以内 ・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。
印字記録の場合：全数又は抽出・ふるい分け試
験 1～2回/日

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

ホイールトラッ
キング試験

舗装試験法便覧　3-7-
3

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐流動性の確認 ○ ホイールトラッ
キング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐流動性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

ラベリング試験 舗装試験法便覧　3-7-
2

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐磨耗性の確認 ○ ラベリング試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-17

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の耐磨耗性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

カンタブロ試験 「舗装試験法便覧別
冊」1-1-2T

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認 ○ カンタブロ試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-111

設計図書による。 設計図書による。 アスファルト混合物の骨材飛散抵抗性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場透水試験 「舗装試験法便覧別
冊」1-1-3T
舗装試験法便覧　5-4-
1

X10   1000mL/15sec以上
X10  　300mL/15sec以上（歩道箇所）

1,000m2ごと。 　 現場透水試験 舗装調査・試験法便
覧 [1]-122

X10   1000mL/15sec以上
X10  　300mL/15sec以上（歩道箇所）

1,000m2ごと。

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場密度の測定 舗装試験法便覧　5-3-
6

基準密度の94%以上。
歩道箇所：設計図書による

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたと
き。

　 現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-97

基準密度の94%以上。
X10　96%以上
X6 　96%以上
X3 　96.5%以上
ただし、歩道の基準密度については設計図書に
よる。

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められたとき。

　

・８.アスファルト舗装に
整合

・歩道部を追記

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

再生骨材
アスファルト抽
出後の骨材粒度

舗装試験法便覧　3-4-
3

　 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 　 ○ 再生骨材
アスファルト抽
出後の骨材粒度

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

　 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

再生骨材
旧アスファルト
含有量

舗装試験法便覧　3-9-
6

3.8％以上 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 　 ○ 再生骨材
旧アスファルト
含有量

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

3.8％以上 再生骨材使用量500ｔごとに1回。 　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装試験法便覧　3-4-
3
舗装試験法便覧　3-9-
6

2.36mmふるい：±12%以内
再アス処理の場合、2.36㎜：±15%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5
による。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められると
き。
印字記録の場合：全数

　 ○ 粒度（2.36mmフ
ルイ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

2.36mmふるい：±12%以内
再アス処理の場合、2.36㎜：±15%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5
による。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められるとき。
印字記録の場合：全数

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

粒度（75μmフル
イ）

舗装試験法便覧　3-4-
3
舗装試験法便覧　3-9-
6

75μmふるい：±5%以内
再アス処理の場合、75μm：±6%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5
による。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められると
き。
印字記録の場合：全数

　 ○ 粒度（75μmフル
イ）

舗装調査・試験法便
覧 [2]-14

75μmふるい：±5%以内
再アス処理の場合、75μm：±6%以内
印字記録による場合は、舗装再生便覧表-2.8.5
による。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められるとき。
印字記録の場合：全数

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

再生アスファル
ト量

舗装試験法便覧　3-9-
6

アスファルト量：±0.9％以内
再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2％以
内
印字記録による場合は舗装再生便覧表-2.8.5に
よる。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められると
き。
印字記録の場合：全数

　 ○ 再生アスファル
ト量

舗装調査・試験法便
覧 [4]-238

アスファルト量：±0.9％以内
再アス処理の場合、アスファルト量：±1.2％以
内
印字記録による場合は舗装再生便覧表-2.8.5に
よる。

抽出ふるい分け試験の場合：1～2回/日
・中規模以上の工事：定期的又は随時。
・小規模以下の工事：異常が認められるとき。
印字記録の場合：全数

　

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

水浸マーシャル
安定度試験

舗装試験法便覧　3-7-
4

設計図書による。 設計図書による。 耐水性の確認 ○ 水浸ホイールト
ラッキング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-57

設計図書による。 同左 耐水性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が
10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量
が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3
以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの
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・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

・中規模以上の工事とは、管理図を描いた上で
の管理が可能な工事をいい、舗装施工面積が

10,000m2あるいは使用する基層および表層用混
合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当す
る。
・小規模工事は管理結果を施工管理に反映でき
る規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連
続する場合で、次のいずれかに該当するものを
いう。

①施工面積で2,000m2以上10000m2未満
②使用する基層および表層用混合物の総使用量

が500t以上,3000ｔ未満(コンクリートでは400m3

以上,1000m3未満)。
ただし、以下に該当するものについても小規模
工事として取り扱うものとする。
1)路盤：施工面積が1,000m2を超えるもの
2)アスファルト舗装：同一配合の合材が100t以
上のもの

30　プラン
ト再生舗装
工



改　定（平成２１年３月）

試験項目 試験方法 規格値 試験基準 摘　　要

現　行（平成１９年３月）

試験方法 規格値

試験成
績表等
による
確認

品質管理基準及び規格値（案）

試験基準 摘　　要

試験成
績表等
による
確認

工　種 試
験
区
分

試験項目

理　由

ホイールトラッ
キング試験

舗装試験法便覧　3-7-
3

設計図書による。 設計図書による。 耐流動性の確認 ○ ホイールトラッ
キング試験

舗装調査・試験法便
覧 [3]-39

設計図書による。 同左 耐流動性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

ラベリング試験 舗装試験法便覧　3-7-
2

設計図書による。 設計図書による。 耐磨耗性の確認 ○ ラベリング試験 舗装調査・試験法便
覧 [3]-17

設計図書による。 同左 耐磨耗性の確認

○

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

現場密度の測定 舗装試験法便覧　3-7-
7

基準密度の94％以上。
再アス処理の場合、基準密度の93％以上。

・中規模以上の工事：定期的又は随時

（1,000m2につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められると
き。

　 　 現場密度の測定 舗装調査・試験法便
覧 [3]-91

基準密度の94％以上。
再アス処理の場合、基準密度の93％以上。

・中規模以上の工事：定期的又は随時（1,000m2
につき1個）。
・小規模以下の工事：異常が認められるとき。

　

　

・「舗装試験法便覧」が
「舗装調査・試験法便
覧」に統合され、それに
伴い章編等の変更があっ
たため。

必
須

舗
設
現
場


